
イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募
　
　
集

相
　
　
談

就
　
　
職

くらしの情報

　
歳
以
上
の
方
の
高
額
療

養
費
の
上
限
額
が
変
わ
り

ま
す

　
高
額
療
養
費
制
度
と
は
、
ひ
と

月
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
高
額
に

な
り
、
決
め
ら
れ
た
上
限
額
を
超

え
た
場
合
に
、
上
限
額
を
超
え
て

お
支
払
い
い
た
だ
い
た
分
を
払
い

戻
す
制
度
で
す
。

　
上
限
額
は
、
個
人
も
し
く
は
世

帯
の
所
得
に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

　
な
お
、
８
月
診
療
分
か
ら
上
限

額
が
下
表
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
す
。

■
所
得
区
分
の
確
認

　
ど
の
所
得
区
分
に
該
当
す
る
か

は
、
被
保
険
者
証
ま
た
は
限
度
額

適
用
認
定
証
で
ご
確
認
い
た
だ
け

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合

　
☎
０
２
８（
６
２
７
）６
８
０
５

　
市
民
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

　
☎（
32
）８
８
９
５

国
民
健
康
保
険
の
認
定
証

更
新
時
期
で
す
！

　
限
度
額
適
用
認
定
証
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
の
有
効
期
限
は

７
月
31
日
で
す
。
８
月
１
日
以
降

も
認
定
証
が
必
要
な
と
き
は
申
請

が
必
要
で
す
。

■
申
請
開
始

　
８
月
１
日
㈬
か
ら

■
内
容

　
外
来
で
高
額
に
な
る
と
き
や
入

院
し
た
場
合
、
限
度
額
認
定
証
を

提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
費

の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
に
な
り
ま
す
。

■
対
象
者

70
歳
未
満
の
場
合

　
世
帯
に
国
民
健
康
保
険
税
の
未

納
が
な
い
方
。

70
歳
以
上
の
場
合

　
所
得
区
分
が
現
役
並
み
所
得
者

Ⅰ
・
Ⅱ
、
低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
に
該

当
す
る
方
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

　
被
保
険
者
証
、
印
鑑
（
朱
肉
を

使
う
も
の
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

　
☎（
32
）８
８
９
５

０
０
円
）

■
補
助
額

　
７
０
，
０
０
０
円
を
限
度

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
安
全
安
心
課

　
☎（
32
）８
８
９
４

自
主
防
災
組
織
の
設
置
に

つ
い
て

　
自
主
防
災
組
織
と
は
、
自
分
た

ち
の
地
域
は
自
分
た
ち
で
守
る
と

い
う
自
覚
、
連
帯
感
に
も
と
づ
き
、

自
治
会
な
ど
の
地
域
の
皆
さ
ん
で

自
主
的
に
結
成
す
る
組
織
で
、
災

害
に
よ
る
被
害
を
最
小
限
に
抑
え

る
た
め
、
地
域
の
皆
さ
ん
が
助
け

合
い
な
が
ら
、
自
主
的
な
防
災
活

動
を
行
う
組
織
で
す
。

　
市
で
は
、
自
主
防
災
組
織
が
活

動
を
行
う
う
え
で
必
要
な
防
災
資

機
材
整
備
に
関
す
る
経
費
や
防
災

活
動
費
の
一
部
に
対
し
て
補
助
金

を
交
付
す
る
自
主
防
災
災
組
織
活

動
補
助
金
制
度
に
よ
り
、
自
主
防

災
組
織
の
設
置
を
推
進
し
て
い
ま

す
。

　
自
治
会
な
ど
で
、
設
立
に
つ
い

て
ご
検
討
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
安
全
安
心
課

　
☎（
32
）８
８
９
４

防
災
士
資
格
取
得
補

助
金
を
交
付
し
ま
す

　
市
で
は
、
自
主
防
災
組
織
や
自

治
会
に
お
け
る
防
災
リ
ー
ダ
ー
の

養
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

４
月
に
下
野
市
防
災
士
資
格
取
得

補
助
金
交
付
要
綱
を
制
定
し
ま
し

た
。
日
本
防
災
士
機
構
が
実
施
す

る
防
災
士
の
認
定
を
受
け
た
方
に

対
し
て
申
請
に
よ
り
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。

■
補
助
対
象
者

　
補
助
対
象
者
は
、
次
の
す
べ
て

の
項
目
に
該
当
す
る
方
で
す
。

•

市
内
に
住
所
を
有
す
る
方

•

防
災
士
研
修
講
座
を
受
講
し
、

防
災
士
の
資
格
を
取
得
し
た
方

•

市
内
の
自
主
防
災
組
織
に
所
属

ま
た
は
市
内
の
自
治
会
に
加
入
し

て
い
る
世
帯
の
方
で
、
当
該
自
主

防
災
組
織
の
代
表
者
ま
た
は
自
治

会
の
長
の
推
薦
を
受
け
た
方

•

防
災
士
の
資
格
取
得
後
、
防
災

に
係
る
指
導
的
な
役
割
を
担
う
者

と
し
て
、
自
主
防
災
組
織
等
で
活

動
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い
た
だ

け
る
方

•

市
税
等
の
滞
納
が
な
い
方

■
補
助
金
の
交
付
と
な
る
経
費

　
防
災
士
資
格
取
得
に
係
る
受
講

料
、
受
験
料
、
登
録
料
、
交
通
費

（
限
度
額
は
１
日
に
つ
き
３
，
４

外来
（個人ごと）

外来＋入院
（世帯ごと）

外来
（個人ごと）

外来＋入院
（世帯ごと）

Ⅲ　課税所得
　690万円以上
Ⅱ　課税所得

　380万円以上
Ⅰ　課税所得

　145万円以上
一般 14,000円 57,600円 18,000円 57,600円

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 8,000円 15,000円

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

一般

所得区分 所得区分

平成30年7月診療分まで 平成30年8月診療分から

現役並み所得者
課税所得
145万以上

252,600円＋
(医療費-842,000円)×1%

167,400円＋
(医療費-558,000円)×1%

80,100円＋
(医療費-267,000円)×1%

57,600円
80,100円＋

(医療費-267,000円)
×1%

現
役
並
み
所
得
者

70

2
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